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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層型蓄電デバイスに用いられる配線基板であって、
　複数の歯と当該複数の歯を支持する一つの柄を有する櫛型形状の絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成され前記複数の歯のそれぞれの先端から前記柄の端まで個別に伸
延し前記複数の歯の先端に接触する導電体である、前記積層型蓄電デバイスの各集電箔の
電位を、前記積層型蓄電デバイスの外装材の封止部において前記柄の前記複数の歯の幅の
総和より小さい幅を有する部分が前記外装材を貫通することで前記外装材の外に配置され
る前記柄の端まで電導させる複数の配線を備えた配線層と、を有し、
　前記配線基板は柔軟性を有し、
　前記配線基板の表面である第１面は複数の歯の先端に前記配線層の導電材料が露出する
部分を有し、裏面である第２面は前記導電材料が露出する部分を有さないことを特徴とす
る配線基板。
【請求項２】
　前記第１面には前記歯の先端に接触する導電体である前記集電箔と接合するための接合
部材を有することを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記配線基板の柄または柄の先端のいずれか一方、もしくは両方に前記歯の先端に接触
する導電体である前記集電箔の電位を電導させるためのコネクタを備えることを特徴とす
る請求項１または２に記載の配線基板。
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【請求項４】
　複数の対向する集電箔と、
　複数の歯と当該複数の歯を支持する一つの柄を有する櫛型形状の絶縁基板と、前記絶縁
基板上に形成され前記複数の歯のそれぞれの先端から前記柄の端まで個別に伸延し前記複
数の歯の先端に接触する導電体である前記集電箔の電位を、前記積層型蓄電デバイスの外
装材の封止部において前記柄の前記複数の歯の幅の総和より小さい幅を有する部分が前記
外装材を貫通することで前記外装材の外に配置される前記柄の端まで電導させる複数の配
線を備えた配線層と、を有し、前記配線基板は柔軟性を有し、前記配線基板の表面である
第１面は複数の歯の先端に導電材料が露出する部分を有し、裏面である第２面は導電材料
が露出する部分を有さない配線基板と、を有し、
　前記複数の歯は前記対向する集電箔間にそれぞれ挿入され前記対向する集電箔のいずれ
か一方と電気的に接続され、前記柄は前記複数の歯の電位をそれぞれ前記配線を介して前
記柄の端の出力端から出力することを特徴とする積層型蓄電デバイス。
【請求項５】
　前記集電箔の一方の面に正極層が形成され他方の面に負極層が形成された複数のバイポ
ーラ電極が正極層と負極層とが向き合うようにイオン伝導層を介して位置され、前記バイ
ポーラ電極と前記イオン伝導層とが交互に複数積層して構成されることで電池要素をなす
ことを特徴とする請求項４に記載の積層型蓄電デバイス。
【請求項６】
　さらに対向する集電箔の間に位置し集電箔同士を電気的に絶縁するシール材を有し、前
記シール材は前記複数の歯の先端の導電体以外の部分を囲った状態で前記集電箔と接合さ
せることにより前記複数の歯と前記集電箔とを接触させて電気的に接続させていることを
特徴とする請求項４または５に記載の積層型蓄電デバイス。
【請求項７】
　前記配線基板は、当該配線基板に実装され前記対向する集電箔間を電気的に接続させる
機能を有する放電回路を有することを特徴とする請求項４または５のいずれかに記載の積
層型蓄電デバイス。
【請求項８】
　前記櫛型形状の配線基板の歯の厚みは、前記対向する集電箔間の間隔よりも小さいこと
を特徴とする請求項４または５のいずれかに記載の積層型蓄電デバイス。
【請求項９】
　前記配線基板の前記放電回路が実装された部分の厚みは、前記配線基板に電気的に接続
された集電箔の積層構造の厚みよりも小さいことを特徴とする請求項７に記載の積層型蓄
電デバイス。
【請求項１０】
　前記対向する集電箔間に挿入された前記櫛型形状の配線基板の歯は前記集電箔と前記歯
の接触面を除き弾性体で囲まれていることを特徴とする請求項８に記載の積層型蓄電デバ
イス。
【請求項１１】
　前記積層型蓄電デバイスはさらに外装材を含み、前記櫛型形状の配線基板の柄は前記外
装材のシール部を貫通して前記外装材の外へ突き抜けていることを特徴とする請求項４～
１０のいずれかに記載の積層型蓄電デバイス。
【請求項１２】
　前記配線基板は前記蓄電デバイスの外部のコントローラに接続されることにより制御さ
れることを特徴とする請求項４～１１のいずれかに記載の積層型蓄電デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配線基板、積層型蓄電デバイス及び積層型蓄電デバイスを有する車両に係り、
より詳細には一体形成される配線基板、この配線基板が実装される積層型蓄電デバイス、
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及びこの積層型蓄電デバイスを組み込んだ車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車業界においては、環境保護の観点から電気自動車やハイブリッド自動車の
開発が活発に行われている。
【０００３】
　自動車に適用するための二次電池は大出力であることが必要であり、複数の二次電池（
一つの二次電池を単電池と呼ぶ）を直列に積層した積層型電池が使用されている。
【０００４】
　積層型電池においては、各単電池が製造バラツキによりその内部抵抗や容量等にバラツ
キを有することから、これを直列に接続したときに各単電池が分担する電圧にバラツキが
生じる。単電池の分担電圧のバラツキが発生すると、分担電圧の大きな単電池に過大な負
荷がかかり、当該分担電圧が大きい単電池から劣化が進行し、積層型電池としての寿命が
当該分担電圧の大きい単電池によって制限されてしまうこととなる。
【０００５】
　このような問題を解決するために、各単電池の分担電圧を測定し、測定の結果に基づい
て分担電圧を制御することにより、全ての単電池の分担電圧を均等にすることが望ましい
。
【０００６】
　単電池ごとの電圧つまり分担電圧を電池の外から検出する発明は、下記特許文献１に記
載されている。具体的には、特許文献１に記載されている発明は次のようなものである。
各単電池の集電箔のそれぞれ異なる位置にタブを接続する。それぞれのタブに対応する位
置に接触端子を有する１枚の配線板を複数の単電池とともに積層する。タブに接触端子を
接触させることにより、各単電池の電圧を、配線板を通して電池の外部に導出する。
【特許文献１】特開２００５－２３５４２８号公報
【特許文献２】特開２００４－８７２３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載された発明は、タブ（すなわち、金属の板、または、金属箔
）を集電箔と接続させるために電池の層間に挿入するときに、単電池の構成要素であるセ
パレータを変形させる可能性がある。また、タブは金属の板、または、金属箔からなるた
め、長期的には、集電体との接続部分やフレキシブル基板からなる配線板との接続部分に
応力が集中するおそれがあり、振動による金属疲労を誘発するおそれもある。
【０００８】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであって、裏面が絶縁体から
なる一体形成された配線基板を各対向する集電箔間に挟みこむといった簡易な構造とする
ことより、セパレータの変形を防止するものである。また、配線基板は、従来タブにより
構成していた集電箔との接続部分も含めて変形・折り曲げに強いフレキシブル基板とする
ことにより、疲労寿命を向上させるものである。すなわち、本発明は、高信頼性を実現し
つつ各単電池の電圧をモニタすることを可能とする電池制御用配線基板、積層型蓄電デバ
イス及び積層型蓄電デバイスを有する車両を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る配線基板は、積層型蓄電デバイスに用いられ
る配線基板であって、複数の歯と当該複数の歯を支持する一つの柄を有する櫛型形状の絶
縁基板と、前記絶縁基板上に形成され前記複数の歯のそれぞれの先端から前記柄の端まで
個別に伸延し前記複数の歯の先端に接触する導電体である、前記積層型蓄電デバイスの各
集電箔の電位を、前記積層型蓄電デバイスの外装材の封止部において前記柄の前記複数の
歯の幅の総和より小さい幅を有する部分が前記外装材を貫通することで前記外装材の外に
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配置される前記柄の端まで電導させる複数の配線を備えた配線層と、を有し、前記配線基
板は柔軟性を有し、前記配線基板の表面である第１面は複数の歯の先端に前記配線層の導
電材料が露出する部分を有し、裏面である第２面は前記導電材料が露出する部分を有さな
いことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る積層型蓄電デバイスは、複数の対向する集電箔と、複数の歯と当該
複数の歯を支持する一つの柄を有する櫛型形状の絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成され
前記複数の歯のそれぞれの先端から前記柄の端まで個別に伸延し前記複数の歯の先端に接
触する導電体である前記集電箔の電位を、前記積層型蓄電デバイスの外装材の封止部にお
いて前記柄の前記複数の歯の幅の総和より小さい幅を有する部分が前記外装材を貫通する
ことで前記外装材の外に配置される前記柄の端まで電導させる複数の配線を備えた配線層
と、を有し、前記配線基板は柔軟性を有し、前記配線基板の表面である第１面は複数の歯
の先端に導電材料が露出する部分を有し、裏面である第２面は導電材料が露出する部分を
有さない配線基板と、を有し、
　前記複数の歯は前記対向する集電箔間にそれぞれ挿入され前記対向する集電箔のいずれ
か一方と電気的に接続され、前記柄は前記複数の歯の電位をそれぞれ前記配線を介して前
記柄の端の出力端から出力することを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本願発明は前記配線基板を組み込んだ積層型蓄電デバイスであり得る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る配線基板によれば、フレキシブル基板により一体形成される一個の配線基
板を用いることにより、高信頼性を実現しつつ、積層型蓄電デバイスの構成要素である複
数の単電池の各電圧をモニタすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図１～図６を用いて本発明に係る電池制御用配線基板、前記配線基板を組み込ん
だ積層型蓄電デバイス、前記積層型蓄電デバイスを有する車両について詳細に説明する。
なお、以下の実施の形態を参照する図面では、配線基板等積層型蓄電池の構成要素などの
各層の厚さや形状を誇張しているが、これは発明の理解を容易にするためである。
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る配線基板であるフレキシブル基板による配線基板
を模式的に示したものである。図１の（Ａ）は配線基板の上面図であり、図１の（Ｂ）お
よび（Ｃ）はそれぞれ図１の（Ａ）のＢおよびＣにおける断面図である。
【００１５】
　図１の（Ａ）に示すように、配線基板１００は櫛型構造を有し、先端部で導電体である
銅が露出している複数の歯１１０と、前記複数の歯の先端の露出した銅に接触した導電体
の電位を外部に出力するためのコネクタ１２０および配線を有しある程度の長さをもつ柄
１３０を有している。前記柄１３０は、外部から前記電位をモニタできるようにするため
に、電池の外装材を突き抜けて前記コネクタが外装材の外に出ていることが必要であるた
め、ある程度の長さを有することが必要とされる。図１の（Ｂ）に示すように、配線基板
１００は、ポリイミドからなる絶縁基板１４１と、絶縁体の接着材からなる第１接着層１
４２と、導電体である銅からなる配線層１４３と、絶縁体の接着層からなる第２接着層１
４４と、ポリイミドからなるカバー層１４５の５つの層からなり、前記複数の歯１１０の
先端１１１は表面に銅を露出させるために第２接着層１４４とカバー層１４５を取り除い
ている。すなわち、図１の（Ｃ）に示すように前記複数の歯１１０の先端１１１はポリイ
ミドからなる絶縁基板１４１と、絶縁体の接着材からなる第１接着層１４２と、導電体で
ある銅からなる配線層１４３の３つの層からなる。一方、配線基板１００全体はポリイミ
ドからなる絶縁基板１４１を有しているため前記複数の歯１１０の裏面もポリイミドから
なる絶縁基板１４１で覆われている。配線基板１００の対向する集電箔間に挿入される部
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分である前記複数の歯１１０の先端１１１の厚みは対向する集電箔間の間隔よりも小さい
ことを要する。対向する集電箔間に前記複数の歯１１０の先端１１１を挿入したときに、
前記先端１１１の厚みが対向する集電箔間の間隔よりも大きいと集電箔に凹凸ができ、固
定の際にセパレータなどを破ってショートを発生させるおそれがあり、またシール材があ
ふれ出すおそれがあるからである。従って、複数の歯１１０の先端１１１の厚さを対向す
る集電箔間の間隔よりも小さくすることによって、最悪のケースである、単電池の電極間
のショートの発生を防止し、製造歩留を向上させ、製造コストを低減させることができる
。
【００１６】
　配線基板１００の柄１３０の端に位置するコネクタ１２０は、前記複数の配線層とスル
ーホールを通して接続されるバンプ１２１を複数有するという構造をとり得る。このよう
な構造とすることにより、前記複数の歯の先端１１１に接触する被測定体である導電体の
電位は前記バンプ１２１を通して外部に出力することができる。また、前記バンプ１２１
は前記柄１３０の先端だけでなく、柄１３０の中央部などに位置してもよい。このように
コネクタを有することにより、コンパクトかつ少ない工数で各単電池の電圧をモニタでき
る。
【００１７】
　配線基板１００は、積層型蓄電デバイスの一つであるバイポーラ電池の構成要素である
単電池の電圧をモニタするために用いることができる。すなわち、一の集電箔の表面に形
成された正極活物質層とイオン伝導層と他の集電箔の表面に形成された負極活物質層から
なる単電池の積層構造を有するバイポーラ電池において、各対向する集電箔間に配線基板
の複数の歯１１０を一つずつ挿入し、前記複数の歯１１０の配線層である銅が露出した先
端１１１と前記対向する集電箔のどちらか一方と接触させることにより集電箔と歯の先端
を電気的に接続することによって、各単電池の電圧をモニタすることができる。各単電池
の電圧は、配線基板の歯の先端から柄の端に位置するコネクタまで伸びる複数の配線によ
って電導され、外部に出力することができる。また、配線基板の歯の裏面はポリイミドか
らなる絶縁基板１４１で覆われているため、各対向する集電箔間に配線基板の複数の歯１
１０を挿入することにより前記集電箔間がショートすることを防止している。
【００１８】
　第１実施形態に係る配線基板１００はフレキシブル基板を使用して一体形成する。すな
わち、特許文献１に記載された従来技術のように複数の各単電池の電圧を測定するために
複数の種類の部品を用いる必要がなく、一の部品のみによって前記複数の種類の部品で達
成していた機能を発揮するものである。従って、コンパクトに少ない工数で各単電池の情
報をモニタできるため、従来と比較して非常に大きなコスト低減効果を有する。
【００１９】
　第１実施形態に係る配線基板１００においては、さらに各単電池において対向する集電
箔を電気的に接続する機能を有する放電回路素子１５０を実装することができる。放電回
路素子１５０は例えば抵抗器や、ツェナーダイオードからなることができ、配線基板１０
０にハイブリッド実装され得る。バイポーラ電池の外装材の内部に放電回路素子を実装す
ることができるため、外装材の外部にさらに放電回路素子を備える必要がなくなり、バイ
ポーラ電池の体積低減およびコストの低減が可能となる。放電回路素子１５０に用いられ
る部品は、例えば抵抗器、ＦＥＴ、ＩＣ等が考えられる。これらをフレキシブル基盤より
なる配線基板１００に実装した箇所の厚みは０．７ｍｍ以下とすることができ、バイポー
ラ電池の構成要素である集電箔の積層構造の厚みよりも小さくすることができる。従って
、放電回路素子１５０を配線基板１００に実装した部分の厚みが原因で、前記集電箔の積
層構造と配線基板１００を一体構造とすることによるバイポーラ電池のパッケージ体積お
よびパッケージ厚が増加しないようにすることができる。放電回路素子１５０はフリップ
チップ実装などをすることにより、実装部分の厚さを薄くすることが望ましい。放電回路
素子１５０をバイポーラ電池の各単電池の対向する集電箔間に電気的に接続すると、バイ
ポーラ電池を長時間充電しない状態で長時間経過したとき放電回路により放電されること
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により各単電池の電圧は、一定の電圧に揃うこととなる。そうすると、再充電開始時には
各単電池の電圧は前記一定の電圧に揃っていることとなるため、各単電池が分担する電圧
を揃えることができ、分担電圧の差が大きくなることに起因する寿命の劣化を回避できる
。また、バイポーラ電池の充電時においても、直列接続される各単電池のうち一つが使用
電圧範囲を超えた場合にこれを検出する機能をもたせることもできる。単電池が使用電圧
範囲を逸脱するとバイポーラ電池の寿命が低下するため、これを防止することができる。
【００２０】
　なお、外装材に真空ラミネートなどを使用する場合には、電解液などの蒸気にさらされ
ることがあるため、実装された放電回路素子の上に耐薬品性の絶縁コーティングを施すこ
とが望ましい。
【００２１】
　本発明の第１実施形態に係る配線基板１００は、上述した通り、ある程度の長さを有す
る柄１３０を有することにより外装材の外まで柄を突き抜けさせ、コネクタを外装材の外
に出すという構造をとることにより配線によって各単電池の電圧を外部に伝えるものであ
る。
【００２２】
　これに対し本発明の第２実施形態に係る配線基板はアンテナ実装部を有し、各単電池の
電圧の情報を無線によって外部に送信するというものである。第２実施形態についての説
明は後述する。
【００２３】
　図２は、バイポーラ電池における各単電池２１０と配線基板１００が接続された状態を
示す模式図である。図２の（Ａ）は積層された単電池２１０と配線基板１００が接続され
た状態の上面図であり、図２の（Ｂ）は図２の（Ａ）のＢにおける断面図である。単電池
２１０は、イオン伝導層２４０と、前記イオン伝導層を挟み込む正極活物質層２５０およ
び負極活物質層２６０と、対向する集電箔２２０と、対抗する集電箔同士を電気的に絶縁
するシール材２３０とからなる。図２に示す通り、第１実施形態においては、配線基板１
００と各単電池２１０の集電箔とは配線基板１００の歯の先端１１１と各単電池２１０の
集電箔が接合することにより電気的に接続される。バイポーラ電池は対向する集電箔２２
０同士を電気的に絶縁させるためのシール材２３０を集電箔２２０の周縁部に有しており
、各単電池２１０と配線基板１００の歯の先端１１１との電気的接続はシール材２３０を
利用して実現することができる。配線基板の歯の先端１１１と各単電池２１０の集電箔２
２０とを電気的に接続させるために、以下の工程を実施することができる。すなわち、一
の集電箔２２０の周縁部に前記シール材２３０を配置した後、シール材２３０の上に配線
基板１００の導電体である銅が露出した歯の先端１１１を上にして配置し、その上に対向
する他の集電箔２２０をのせる作業を複数回繰り返すことにより単電池２１０の構成要素
を積層させる。その後、熱圧着工程により積層された単電池２１０の構成要素を熱圧着さ
せる。シール材２３０は集電箔２２０と熱溶着により接着されるとともに、配線基板１０
０の歯の先端１１１の導電体が露出した上面以外の部分を囲ったまま各単電池２１０の集
電箔２２０に導電体が露出した歯の先端１１１を押し付けるように電気的に接続される。
シール材２３０は弾性体であるＰＥＯ、ＰＰＯ、ＰＶｄＦ、エポキシ樹脂、シリコン樹脂
などを用いることができる。シール材２３０に弾性体を用いることにより集電箔と配線基
板１００の導電体である銅が露出した歯の先端１１１の熱膨張係数の違いにより発生する
応力を吸収し、温度変化によるはがれを防止することができる。これにより、バイポーラ
電池の故障率を低減し、電池パッケージの寿命を長くすることができる。
【００２４】
　図３は、バイポーラ電池の一の単電池２１０における配線基板１００の歯の先端１１１
と集電箔２２０が接合した状態を拡大した模式図を示すものである。単電池２１０におい
て対向する集電箔２２０間には、配線基板１００の歯の先端１１１であって導電体の銅が
露出した部分が挿入されており、前記歯の先端１１１の露出された銅と対向する集電箔２
２０のうちの一つが接合している。上述したように、シール材２３０は集電箔２２０と熱
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溶着により接着されるとともに、配線基板１００の歯の先端１１１の導電体が露出した上
面１１２以外の部分を囲ったまま各単電池２１０の集電箔２２０に導電体が露出した歯の
先端１１１を押し付けるように電気的に接続されてもよいが、異方性導電フィルム（ＡＣ
Ｆ）や、異方導電性接着剤（ＡＣＩ）などの接合部剤を用いて配線基板１００の歯の先端
１１１と集電箔２２０を接着してもよい。接合部材を用いることにより、配線基板１００
の歯の先端１１１と集電箔２２０の接着を確実にすることで故障率を低減することができ
、振動に対する耐力も向上させることができる。
【００２５】
　上述したように、第１実施形態に係る配線基板１００は、配線基板１００の歯の先端１
１１の導電体が露出した上面１１２以外の部分を囲ったまま各単電池の集電箔に導電体が
露出した歯の先端１１１を押し付けるようにすることにより、前記配線基板１００と各単
電池２１０の集電箔２２０は電気的に接続される。従って、特許文献１に記載された従来
技術のように各単電池２１０の各集電箔に接続されたタブを挟み込んで各集電箔と電気的
に接続をとるためのソケットが必要になるといったことがない。従って、本発明は、この
点においても従来と比較して非常に大きなコスト低減効果を有する。
【００２６】
　第１実施形態に係る配線基板１００は柔軟性を有するフレキシブル基板からなることに
より振動による変形や折り曲げに対する耐力が大きく、疲労破壊が起こりにくいため信頼
性が高いという大きな効果を有する。従来は各単電池２１０の集電箔２２０とタブを接続
し、前記タブをソケットで挟むことで各単電池２１０の電圧をモニタしていたため、前記
ソケットと前記タブとの接触部が振動による曲げによって切断されるといった疲労破壊が
起きやすいという問題があった。このような問題は、振動が常に発生する場所にバイポー
ラ電池を設置するような場合、すなわち、バイポーラ電池を自動車などの車両に適用する
場合に顕著となるため、本発明は自動車などの車両に適用される場合により大きなメリッ
トを有する。また、バイポーラ電池の積層構造の組み立て時に配線基板１００の歯を大き
く曲げることが可能となるほか、高さの異なる集電箔の間に配線基板１００の歯を差し込
んだ場合の残留応力が小さくなるというメリットも有する。
【００２７】
　図４は、配線基板１００を組み込んだバイポーラ電池４００の模式図を示したものであ
る。図４の（Ａ）はバイポーラ電池４００の上面図であり、図４の（Ｂ）は図４の（Ａ）
のＢにおける断面図である。櫛型構造を有する配線基板１００は各単電池２１０の対向す
る集電箔間に歯の先端が挿入され集電箔と電気的に接続されていることから、配線基板の
歯部１５０全体としては単電池２１０が直列接続された積層体である電池要素４３０に対
し十分に電圧を検知するために適切に接するように、必要に応じて角度を持たせながら挿
入される。バイポーラ電池４００は、図４に示すように扁平な形状を有しており、その両
側部からは電力を取り出すための正極タブ４２０Ａ，負極タブ４２０Ｂが引き出されてい
る。単電池２１０が直列接続された積層体である電池要素４３０はバイポーラ電池４００
の外装材（たとえばラミネートフィルム）４１０によって包まれ、その周囲は熱融着され
ており、電池要素４３０は正極タブ４２０Ａ及び負極タブ４２０Ｂ及び配線基板１００の
コネクタ１２０を有する柄１３０を引き出した状態で密封されている。配線基板１００の
コネクタ１２０を有する柄１３０は外装材４１０の外へ突き抜けており、コネクタ１２０
を通して内部の各単電池２１０の電圧をモニタすることができる。前記柄１３０が外装材
４１０の外へ突き抜ける方向は、いずれかの強電タブ４２０の方向と同一にすることによ
り一のバイポーラ電池４００の実装面積を小さくすることができる。
【００２８】
　以上、本発明の第１実施形態について説明したが、本発明は、配線基板の素材にフレキ
シブル基板のような柔軟性を有するものを用いることにより振動による変形・折り曲げに
対する耐力を向上させ、疲労破壊を防止できる。また、裏面が絶縁体からなる一体形成さ
れた配線基板を各対向する集電箔間に挟みこむといった簡易な構造とすることより、最悪
のケースである電池の短絡を防止できる。すなわち、本発明は、高信頼性を実現しつつ各
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単電池の電圧をモニタすることを可能とする。また、一体形成された櫛型形状の配線基板
により複数の各単電池の電圧をモニタすることを可能とするため従来と比較して非常に大
きなコスト低減効果を有する。また、配線基板と各単電池の集電箔との電気的接続を、シ
ール材と集電箔の熱溶着に伴い配線基板の導電体が露出した歯の先端が集電箔に押し付け
られることにより行うため、従来のように各集電箔と電気的に接続をとるためのソケット
が必要になるといったことがなく、この点においても従来と比較してコスト低減効果を有
する。
【００２９】
　次に第２実施形態について説明する。図５は第２実施形態に係る配線基板５００を模式
的に示したものである。第２実施形態は第１実施形態と異なり、配線基板にアンテナ実装
部を有し、各単電池の電圧を無線によって外部に送信するというものである。従って、第
２実施形態に係る配線基板はコネクタを有しておらず、その代わりにアンテナ実装部５１
０、ＩＣチップ実装部５２０、電圧計実装部５３０を有する。
【００３０】
　アンテナ実装部５１０にはアンテナのパターンが形成される。電圧計実装部５３０には
電圧計が実装される。ＩＣチップには単電池の電圧をディジタルに変換するためのＡＤ変
換器、そのデータを保持するメモリ、前記データに対応してアンテナを駆動するアンテナ
駆動回路を有することができる。各単電池のデータは、アンテナにより無線で発信する。
【００３１】
　第２実施形態は、単電池の電圧を無線で発信するため、配線基板はコネクタを有してい
ない点と、アンテナ実装部、ＩＣチップ実装部、電圧計実装部を有する点が異なっている
が、その他の構成及び効果は第１実施形態と同様であるため、その他の説明は省略する。
【００３２】
　図６は、配線基板を組み込んだバイポーラ電池６６０を実際に自動車に適用した場合の
自動車の制御機能を表示したブロック図を示したものである。バイポーラ電池６６０を複
数個直列に接続し、かつ前記直列に接続した複数のバイポーラ電池６６０をさらに並列に
接続する。直列接続するバイポーラ電池６６０の数は、歩留まりの点から最適な数とする
ことができ、例えば１２個とすることができる。
【００３３】
　図６の実線部は電気的な接続を表し、点線は双方向に情報の伝達がなされるネットワー
クによる接続を表している。前記ネットワークによる接続は、例えば車内通信を経由して
車両コントローラに電池の情報を伝達するような接続である。すべてのバイポーラ電池６
６０のそれぞれに実装されている配線基板はコネクタ６５１Ａ～Ｌ、６５２Ａ～Ｌにより
電池コントロールユニット６１０と結線される。前記直列接続されたバイポーラ電池６６
０の中央に接続された電池付近に設けられた複数の温度計６７０もまた電池コントロール
ユニット６１０と接続される。温度計６７０は、温度センサーを配線基板に実装すること
により構成することができる。
【００３４】
　図８は、温度センサーを実装したフレキシブル基板による配線基板８００を模式的に示
した図である。図８に示す通り、配線基板８００は、先端部８１１で導電体である銅が露
出している複数の歯８１０に加え、先端部に温度センサー８６０が実装された歯８１０Ａ
を有しうる。温度センサー８６０は計温抵抗体からなってもよく、計温抵抗体両端は配線
基板の配線層における配線と接続され、前記配線を通じてコネクタ８２０のバンプ８２１
に接続されうる。従って、バンプ８２１を通じて、電池の内部の温度を計測することがで
きる。先端部に温度センサー８６０が実装された歯８１０Ａは、前記複数の歯８１０と同
様にフレキシブル基板によりなるものであり、複数の歯８１０と同様にバイポーラ電池の
各対向する集電箔間のいずれにも挿入することができる。ここで、温度センサー８６０の
種類は特に限定されることはなく、熱電対であってもよい。
【００３５】
　図６に戻り、配線基板を組み込んだバイポーラ電池を実際に自動車に適用した場合の自
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動車の制御機能についての説明を続ける。直列接続されたバイポーラ電池６６０の直列結
線された結線間には電流計６８０が設けられ電池コントロールユニット６１０に接続され
る。電池コントロールユニット６１０は、各バイポーラ電池６６０の各単電池の電圧と、
前記温度計６７０により計測された温度と、前記電流計６８０により計測された電流値の
データをモニタし、その結果を車両コントローラ６２０に出力するという機能を有する。
【００３６】
　車両コントローラ６２０はモータコントローラ６３０等車両全体を制御する機能を有し
、インバータ６４０はモータコントローラ６３０からの信号に基づきバイポーラ電池６６
０を充放電する。バイポーラ電池６６０の各単電池の状態は車両コントローラ６２０によ
り判断され、各単電池の使用電圧範囲を逸脱する前に前記使用電圧範囲の中央へ戻すよう
に制御されることができる。従って、車両コントローラ６２０はバイポーラ電池６６０の
各単電池をモニタし、その結果をもとにインバータ６４０を制御してバイポーラ電池６６
０を充放電する。また、バイポーラ電池の負荷となるモータ６９０などの制御に関し、バ
イポーラ電池の状態が伝えられるため、バイポーラ電池６６０の使用電圧範囲や推奨電圧
範囲を守った車両の運行を行うことができる。
【００３７】
　本発明に係る配線基板を組み込んだバイポーラ電池を電気自動車に搭載するには、図７
に示すように、電気自動車７００の車体中央部の座席下７１０に搭載され得る。座席下に
搭載すれば、社内空間およびトランクルームを広くとることができるメリットを有する。
なお、バイポーラ電池を搭載する場所は、座席下に限らず、後部トランクルームの下部で
も良いし、車両前方のエンジンルームでも良い。
【実施例】
【００３８】
　本発明に係る配線基板にはフレキシブル基板が用いられうる。一方、従来、各単電池の
電圧モニタ用タブには銅箔を用いている。そこで、本発明に係る配線基板の振動による変
形・折り曲げに対する耐力を評価するために、ＩＰＣ屈曲試験による実験を実施した。
【００３９】
　図９は、ＩＰＣ屈曲試験による実験に用いた試料を示したものである。図９の（Ａ）は
従来の電圧モニタ用タブに相当する銅箔の平面図と断面図を示したものである。図９の（
Ｂ）は、本発明に係る配線基板に相当するフレキシブル基板の断面図を示したものである
。ＩＰＣ屈曲試験において、曲げ半径Ｒ＝３ｍｍで振動させたところ、従来の電圧モニタ
用タブに相当する銅箔は、約８０００回で断線した。一方、本発明に係る配線基板に相当
するフレキシブル基板は、約２０億回で断線した。この結果から、振動による変形・折り
曲げに対する耐力は、従来の電圧モニタ用タブに相当する銅箔よりも本発明に係る配線基
板に相当するフレキシブル基板の方が２５万倍優れていることが明らかである。
【００４０】
　以上、本発明に係る配線基板を組み込んだバイポーラ電池が自動車用電源として用いら
れる場合について説明したが、本発明の利用分野はこれに限定されるものではなく、本発
明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更され得る。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明に係る配線基板は主として自動車用電源として用いられるバイポーラ電池に組み
込まれる電池制御用配線基板として利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る配線基板であるフレキシブル基板による配線基板の
上面図と断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るバイポーラ電池における各単電池と配線基板が接続
された状態を示す上面図と断面図である。
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【図３】本発明の第１実施形態に係るバイポーラ電池の一の単電池における配線基板の歯
の先端と集電箔が接合した状態を示す上面図と断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る配線基板を組み込んだバイポーラ電池の上面図と断
面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る配線基板であるフレキシブル基板による配線基板の
上面図である。
【図６】本発明に係る配線基板を組み込んだバイポーラ電池を自動車に適用した場合の自
動車の制御機能を表示したブロック図である。
【図７】本発明である配線基板を組み込んだバイポーラ電池を搭載した電気自動車を示す
図である。
【図８】温度センサーを実装したフレキシブル基板によりなる配線基板の上面図である。
【図９】ＩＰＣ屈曲試験に用いた銅箔の平面図及び断面図とフレキシブル基板の断面図で
ある。
【符号の説明】
【００４３】
　　１００、５００　　配線基板、
　　１１０、８１０　　配線基板の複数の歯、
　　１１１、８１１　　配線基板の複数の歯の先端、
　　１２０、８２０　　コネクタ、
　　１２１、８２１　　バンプ、
　　１３０　　配線基板の柄、
　　１４１　　絶縁基板、
　　１４２　　第１接着層、
　　１４３　　配線層、
　　１４４　　第２接着層、
　　１４５　　カバー層、
　　１５０　　放電回路素子、
　　２１０　　単電池、
　　２２０　　集電箔、
　　２３０　　シール材、
　　２４０　　イオン伝導層、
　　２５０　　正極活物質層、
　　２６０　　負極活物質層、
　　４００、６６０　　バイポーラ電池、
　　４１０　　外装材、
　　４２０Ａ　　正極タブ、
　　４２０Ｂ　　負極タブ、
　　４３０　　電池要素、
　　５１０　　アンテナ実装部、
　　５２０　　ＩＣチップ実装部、
　　５３０　　電圧計実装部、
　　６１０　　電池コントロールユニット、
　　６２０　　車両コントローラ、
　　６３０　　モータコントローラ、
　　６４０　　インバータ、
　　６５０　　電池コントロールユニットに電気的に接続される結線、
　　６５１Ａ～Ｌ　電池コントロールユニットに電気的に接続されるコネクタ、
　　６５２Ａ～Ｌ　電池コントロールユニットに電気的に接続されるコネクタ、
　　６７０　　温度計、
　　６８０　　電流計、
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　　６９０　　モータ、
　　７００　　電気自動車、
　　７１０　　座席下、
　　８１０Ａ　　温度センサーが実装された歯、
　　８６０　　温度センサー。
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【図２】
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